
県が管理する公園施設については、各施設ごとに定期的に点検を実施しており、その結果から健全度を評価しています。

この結果に基づき、早期に修繕が必要とされる施設（健全度1、２）から優先的に修繕を実施しています。
また、維持管理の高度化・効率化に向け、建物・運動施設の点検及び健全度調査にデジタル技術（ドローン等）の活用に取り組んで

います。

【 公 園 】 令和５年度の取組について

◆ 点検対象 ： ３公園
◆ 健全度区分： １～５

【施設の概要】 【修繕状況】

【健全度別施設数の割合（令和５年度末時点）】
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公園施設のうち、全体の約９％（359施設）に緊急対策が必要です。
令和３年度から令和７年度までの５年間で健全度１の施設の修繕完了を目指
し、健全度１の施設の対策完了後は、健全度２の損傷度が高い施設から対策
を実施、その後、健全度１、２とならないよう修繕・設備の交換を行います。


